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○目標 

 
建学の理念「第１に優れた臨床医と独創力に富む研究者を養成し、第２に独創的研究並びに新しい

医療技術の開発を推進し、第３に患者第一主義の診療を実践して地域医療の中心的役割を果たし、

以て人類の健康と福祉に貢献する。」を踏まえ、特に以下の事項について重点的に取り組む。 

 

（１）人間性豊かな、生涯にわたって自ら学び、国際的に活躍できる医療人の育成に努力する。 

（２）先端的・学際的領域の基礎研究・臨床研究において、産学官連携を推進し、国際的に高い水準

の研究機関となることを目指す。 

（３）地域社会の医療、教育、文化のニーズに応じて貢献し、高度先進医療等の病院機能の強化に努

める。 

（４）光医学を中心とした教育・研究・診療活動を推進し、独創的な機関を目指す。 

（５）近隣の国立大学法人との統合再編について引き続き検討を進める。 

 
 
 

○組織図 

 
 

 
 
 

◇　浜松医科大学　管理運営組織 

役　員　会 学長の決定に先立ち重要事項を議決　

　主に教学関係を審議 　主に経営関係を審議 　教務・入試・学生関係を審議

　企画室間の連絡・調整

　　　　　　　　

教 育 企 画 室 情報・広報企画室 総 務 企 画 室 研究推進企画室 経 営 企 画 室 病院運営企画室 調査・労務企画室

理事 副学長 副学長 副学長 理事 理事 理事
《教育・国際交流》 《情報・広報》【図書館長】 《総務》　【事務局長】 《研究・社会貢献》 《経営・産学連携担当》 《財務・病院》【病院長】 《評価・労務・安全管理》

教授会

　学長を選考

監査室 監事

総合企画
会議

学長

経営協議会教育研究評議会

学長選考会議
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○６年のあゆみ 

 
平成 
16 年度 

・国立大学法人浜松医科大学設置 
・大学院医学系研究科博士課程の専攻を「光先端医学」、「高次機能医学」、 
「病態医学」及び「予防・防御医学」に変更 

・「臨床研修センター」を設置 
・「医療安全管理室」を設置 
・事務局を３部８課２室に改組 
・開学３０周年記念式典を開催  
 

平成 
17 年度 

・医学部一般教育等の１２学科目を「総合人間科学講座」に改組 
・医学部医学科の「解剖学第一講座」及び「解剖学第二講座」を「解剖学講座」

に改組 
・医学部医学科の「衛生学講座」及び「公衆衛生学講座」を「健康社会医学講座」

に改組 
・「栄養部」を設置 
・「化学療法部」を設置 
・「外来化学療法センター」を設置 
・新生児強化治療室（GCU）を開設 
・開放型共同診療を開始（13 床） 
 

平成 
18 年度 

・医学部医学科の「微生物学講座」及び「寄生虫学講座」を「感染症学講座」 
に改組 

・「子どものこころの発達研究センター」を設置 
・「監査室」を設置 
・診療科「臨床薬理内科」を開設  
・「腫瘍センター」を設置 
・診療科「形成外科」を開設 
・「分子イメージング先端研究センター」を設置  
・「病院再整備推進事務室」を設置（３部８課３室となる） 
・地域がん診療連携拠点病院の認可 
 

平成 
19 年度 

・寄附講座「分子診断学講座」を開設 
・寄附講座「地域医療学講座」を開設 
・「難病医療相談支援センター」を設置 
・医大保育所「きらり」を開設 
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・難病医療拠点病院の指定 
・治験拠点医療機関の認可 
・立体駐車場竣工 
・病院開院３０周年記念式典を開催 
 

平成 
20 年度 

・助産学専攻科を設置 
・静岡県肝疾患診療連携拠点病院の指定 
 

平成 
21 年度 

・大阪大学、金沢大学、浜松医科大学 連合小児発達学研究科に参加（大学院）

・事務局部制を廃止（１０課２室となる） 
・附属病院新病棟竣工 
・患者用立体駐車場竣工 
・動物実験施設の増築 
・医学部医学科入学定員増 95 人→ 105 人 

（うち 5 人は平成 29 年度入学生までの時限的措置） 
・一般病棟の入院基本料 7：1 に変更 
 

 
 

平成 
22 年度 

・寄附講座「児童青年期精神医学講座」を開設 
・「診療情報管理部」を設置 
・助産学専攻科入学定員増 10 人→ 16 人 
・医学部医学科入学定員増 105 人→ 115 人 

（平成 31 年度入学生までの時限的措置） 
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○大学の基本的な目標の達成に向けた取組状況 

 

1. 人間性豊かな医療人育成について 

（１）医療倫理教育のための全学統合一貫プログラムを作成し実施しました。 

医学科は、入学直後の福祉施設体験学習、新入生合宿研修、及び学年進行毎に倫理教育を実施し

ました。 

2 年次「医学概論Ⅱ」 

3 年次「健康社会医学・保健所等体験学習 3 日間」 

4 年次「医学概論Ⅲ」(医の倫理と医師会の役割、医療倫理) 

5 年次「臨床医学Ⅰ」 

6 年次「臨床医学Ⅲ」（医療と社会・医療倫理) 

看護学科についても同様の医療倫理教育を各学年に導入しました。 

（２）平成 19 年度から倫理的思考能力及び討論能力の育成を目指し、少人数制チュートリアル形式で

人間科学ゼミナールを開講しました。 

（３）基礎医学教育に PBL を導入、臨床実習前専門教育に導入した PBL チュートリアル教育を、学年進

行に従って行い、グループワークによる課題解決型学習を多く取り入れました。 

（４）国際的なコミュニケーション力を身に付け、異文化理解を深めるために語学教育用ソフトを導入

し、外国語教育の充実を図り、学生の海外派遣を推進し、国際交流協定校との交流を促進しました。 

（５）国際的に活躍できる医療人育成のため、大学院生の海外での国際学会発表に対して旅費を支援し

ました。韓国慶北－浜松合同医学シンポジウムを定期的に開催しています。医学科及び看護学科生

徒をそれぞれ慶北大学校へ派遣し実習体験を行いました。 

 

2. 先端的・学際的領域の基礎研究・臨床研究について 

（１）浜松知的クラスター計画では、静岡大学工学部、情報学部及び豊橋技術科学大学と医工連携を組

み、企業との共同研究を進めました。 

（２）平成 20 年度には、本学が提案した「メディカルフォトニクスを基盤とするシーズの実用化開発」

が先端医療開発特区（スーパー特区）に採択されました。 

（３）平成 21 年度には、地域産学官共同研究拠点整備事業（はままつ次世代光・健康医療産業創出拠

点）の採択により、本学はその拠点として健康・医療関連産業の創出のため医工連携を発展させて

いくことになりました。 

 

3. 病院機能の強化について 

（１）地域医療の中核として、患者中心の安全かつ良質な医療を提供することが本学の使命です。近隣

の医師会等関係団体と協議の上、開放型共同診療を開始するとともに地域連携室を設置し、病病、

病診連携の促進を図りました。 

（２）｢固形腫瘍の DNA 診断｣、「腹腔鏡下前立腺摘除術」、「難治性眼疾患に対する羊膜移植術」、「超

音波骨折治療法」、「膀胱水圧拡張術」、「CYP2C19遺伝子多型検査に基づくテーラーメイドのH.pylori



 6
  
 

除菌療法」、「インプラント義歯」及び「乳がんにおけるセンチネルリンパ節の同定と転移の検索」

が先進医療として認可されました。 

（３）地域がん診療連携拠点病院、難病医療拠点病院、治験拠点病院等としての組織体制を整備し、地

域医療の質の向上及び市民への啓発に努めました。 

（４）形成外科の新設、不採算分野における RALS(子宮がん放射線治療)、前立腺がんの brachytherapy 

(密封小線源照射療法)、ライナック（高精度放射線治療装置）等によるがん治療体制を整備しまし

た。64 列、16 列の２機の MDCT を更新・導入し、検査時間の短縮、高度画像情報処理を可能とする

など、医療提供体制を整備しました。 

（５）新病棟に移転し、患者サービスの向上、臨床教育研修環境の改善及び医療安全管理体制を充実さ

せ、特定機能病院としての機能が向上しました。 

（６）患者紹介に必要な診療情報の電子化を推奨し、Ｘ線フィルム等の画像情報を電子的に管理・提供

できるシステムを構築しました。 

 

4. 光医学を中心とした教育・研究・診療活動について 

（１）平成 15 年 9 月に採択された 21 世紀 COE プログラム「メディカルフォトニクス」は、平成 18 年

に光マイクロイメージングの講習会を開き、学外より 58 名の参加者（うち外国人 14 名）がありま

した。２回の国際シンポジウムを行いました。23 名の大学院生をリサーチアシスタントとして雇用

し、７名のポスドク研究員を雇用して、研究力の向上を図りました。 

（２）分子解剖学部門では、JST（科学技術振興機構）の先端計測事業の支援を得て、島津製作所と質

量顕微鏡の開発を行ってきました。 

（３）平成 18 年に設置した子どものこころの発達研究センターは、愛知県大府市・大府市教育委員会

と連携に関する協定書を締結した他、浜松市とも連携して、子どものこころの問題を医学的に解明

する大規模疫学調査を実施しています。また、こころの問題を脳の分子の異常として調べる世界最

高水準の研究を進め、自閉症では脳の全領域でセロトニン・トランスポーター密度が低下している

ことを見出しました。 

（４）分子イメージング先端研究センターは、平成 19 年に設置され PET 応用研究を進め、同時に研究

者への PET 技術の教育を行いました。 

（５）光量子医学研究センターは、学内と国内及びドイツや中国で、蛍光顕微鏡技術の講習会を開催・

支援し、研究者教育を行いました。さらに、光関連機器の企業と先端的医療機器の共同開発を行ま

した。平成 22 年３月には、外部委員９名（うち外国人４名）による光量子医学研究センターの外

部評価を行い、光科学の医学領域の基礎研究機関としての発展を期待されるなど、光と画像の応用

を特徴とする独創的な研究組織となっています。 

 

5. 近隣の国立大学法人との統合再編について 

平成 16 年頃より検討してきましたが、統合せず今日まで参りました。現在静岡大学、豊橋技術

科学大学と浜松医科大学の３大学長で隔月に懇談会を開いており、これまで以上に連携を強めて行

く考えです。医工連携、共同開発、産学連携などについて意見を交換し、プレゼンテーションの開

催など活動しております。 
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○中期計画の全体的な進捗状況 

 

1． 大学運営 

（１）法人化と同時に７つの企画室（経営、研究推進、教育、調査・労務、情報・広報、病院運営、総

務）を設置、４名の理事及び３名の副学長が、大学運営の重要なテーマを分担し、企画立案をして

います。 

（２）効率的運営を図るため組織の改組を行うとともに、安全な医療の遂行、労働基準法の遵守等の観

点から人員配置、雇用関係の見直しを行いました。 

（３）従来より医学科と別組織であった一般教育等を大講座化、医学科の講座の改組など教育研究組織

の見直しを行いました。 

（４）大阪大学大学院大阪大学、金沢大学、浜松医科大学連合小児発達学研究科を設置し、教員の増員

を最小限とし、運営はテレビ会議システムを導入して低コストで行っております。こどもの精神発

達については、静岡県においても指導医や高度な研究者が少ないことが指摘され、県に働きかけて

平成 22 年度には児童青年期精神医学について寄附講座をいただき、日本の第一人者を招き発展に

尽力することにしています。 

（５）学生の生活支援を目的として、医学部看護学科生、助産学専攻科学生に対し奨学金制度を設けま

した。 

 

2. 外部有識者の積極的活用 

（１）学外理事、常勤監事及び非常勤監事には、役員会等において経営、安全管理の視点などから適切

な助言をお願いしています。 

（２）経営協議会においては、医学・医療の分野、文部行政経験者、産業界、学識経験者、看護学教育

の分野から代表する方々を委員にお迎えし、法人経営に参画していただいています。 

（３）大学知財アドバイザー派遣事業に採択され、派遣されたアドバイザーの助言、指導等により知財

活用推進において、外部資金の取得状況は 20－21 年度は 18－19 年度に比べ、約 4 億円増収しま

した。それに伴い間接経費も増収し、総計として運営費交付金が減額された分を取り戻し、アドバ

イザーの役割が重要な意味を持つことが示されました。 

（４）医の倫理委員会、治験審査委員会等の委員会に学外委員の参加を得るとともに、顧問弁護士と契

約し、法律問題に関し助言をお願いしています。 

 

3.  財務内容の改善・充実 

（１）契約条件の見直し、節約の徹底、新規事業の開始、外部資金の導入等の推進を行い財務内容の改

善を図りました。 

（２）科学研究費補助金申請に際し、研究推進企画室教員がアドバイザーとして指導にあたり、採択状

況が 18－19 年度の約 264 件から 20－21 年度は約 271 件に向上しました。 

（３）30 年来分散していた研究施設の再整備のため、間接経費により動物実験施設を増築し、これによ

り、RI 研究施設、動物実験施設、産学連携大型機器室等が整備され、既存の研究棟を含めたスペー
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スの有効利用が大きくできるようになりました。第 2 期中期目標に向けて研究のための準備に投資

しました。 

（４）目的積立金の活用により法人化以前、予算確保が困難であった建物の建設、教育研究設備等が整

備可能となり、業務運営、教育研究について大きく進展しました。35 人収容可能な保育所建設、立

体駐車場建設、高額研究機器の購入、学生のための解剖学実習室、体育館、及び講義実習棟のトイ

レ等の改修などを行いました。 

  

4.  人件費削減に向けた取り組み 

事務職員、技術職員及び勧奨退職者についても不補充とし、平成 17 年度の人件費予算相当額ベー

スから 4.4％の削減を達成しました。 

 

5.  評価 

（１）教育を中心に自己点検評価を実施し、報告書を作成しました。大学評価・学位授与機構が実施す

る大学機関別認証評価において基準をすべて満たしているとして認定されました。 

（２）光量子医学研究センターについて、外部評価を受け、光をキーワードとして多様な研究が展開さ

れて着実な成果をあげていることが高い評価を得ました。 

（３）副病院長をリーダーとして多職域で点検、評価を行い、日本医療機能評価機構が実施する病院機

能評価を受審し、認定されました。 

（４）教員、教務員、技術職員の個人評価を実施し、平成 20 年度の本格実施により処遇へ反映しまし

た。 

  

6.  施設マネジメント 

（１）自己資金等で、学生用にサッカーコートを人工芝化（この人工芝が新病棟の患者にとってすばら

しい癒しの景色を作り出している）、視聴覚資料室、基礎臨床研究棟などを改修し、課外活動室を

新築しました。 

（２）平成 21 年には新病棟が完成し、全体的に建物の面積が増加しましたが、省エネ対策として、平

成21年にESCO事業を導入することによりエネルギー消費量を面積比(原単位)で換算して約29％の

削減を実現しました。 

 

7.  危機管理体制 

（１）防災マニュアル、危機管理マニュアル等を作成し、災害に対する訓練を定期的に実施しています。

また、学生及び教職員が安心で快適に勉学・教育・研究ができるようハラスメントの防止等に関す

るガイドラインを策定しました。 

（２）薬剤の安全管理に関する教育の徹底、緊急地震速報受信装置の設置、大学内に AED を 4 箇所に設

置、セキュリティ対策として新病棟に IC カード方式を導入、などを実施しました。 

 

8.  教育 

（１）静岡県出身の卒業生の大部分が県内に残ることを考慮して、地域医療への貢献を意図した入学者

選抜を実施しました。 
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（２）長期履修制度の導入、夜間開講の講義を設けました。 

（３）子どもの心の障害に科学的知識を持って対応できる人材を養成するため、大阪大学を基幹大学と

し、金沢大学、浜松医科大学による連合小児発達学研究科博士課程を設置しました。平成 21 年度

に 4 名入学し、将来は総勢 13 名の大学院生を収容します。 

（４）医学科 1 年次生に小グループによるゼミナール形式の授業を導入し、2 年次後期からの PBL 教育

に繋げるよう、教員と学生が密接なふれあいを持つようにしました。 

（５）第 1期中期目標期間中に海外から、学部留学生 2 名、大学院博士課程留学生 37 名、研究生 6 名、

特別聴講学生 19 名、特別研究学生 9 名を受け入れました。本学から、6年次生の臨床実習として 9

カ国 53 名の学生を海外に派遣しました。平成 21 年には看護学生 2 名を協定校である慶北大学校へ

派遣し、実習を体験しました。 

 

9.  研究活動の推進 

（１）「光の医学応用」に関する研究は本学の特色ある研究のひとつであり、この研究目標に沿った研

究が計画どおり実施され、多くの成果を得ることができました。   

（２）平成 16 年以来、外部資金の獲得努力に伴い特任教員の数は、平成 21 年度には 36 名となりまし

た。その結果、原著論文数は顕著に増加し、Impact factor も増加しました。 

 

10. 病院 

（１）7：1看護体制達成のため、種々の努力を講じてきた結果、平成 20 年度末 58 名、21 年度末 57 名

任用し、7：1 看護体制維持が可能となりました。コメディカルの専門性を高めるため各種資格取得

を促進し、認定資格取得者が増えました。 

（２）経営分析・戦略を策定し、専任の副病院長を充て、診療統計院内システムを構築して各科で基本

的な診療情報を独自に解析できる体制にしました。診療助教（年俸制常勤医師）制度を設け、診療

状況を勘案しながら配置しています。平成 21 年度には、物流管理委員会を中心に医療材料に精通

した専門業者と共同で、1,800 万円の削減を図りましたが、この方法で 6 年間に 1 億円以上の経費

節減を行いました。 

（３）病棟クラークを採用し、全病棟へ配置しました。平成 20 年度に新病棟移転計画を策定、21 年 12

月には問題なく移転することができました。 

（４）平成 20 年 10 月に病院機能評価プレ審査、21 年 3 月本審査を受審、21 年 6 月追加審査を受け、

ver.5 の機能評価で認定されました。 

  

11. 社会貢献等 

（１）医師不足は静岡県でも厳しい状況であり、県健康福祉部や県医師会と連携して、定期的に対策を

検討しております。 

（２）市民のニーズを考慮した公開講座、健康相談会を実施し、「いのちの授業」を小中学校で開催し

ました。 

（３）県や市の医師会における研修会等に講師を派遣するとともに、学術講演を多数実施しました。 
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○国立大学法人制度の運用状況 

 

１．学長の経営方針に沿った教育研究の実現を目指した学長裁量経費の導入 

 

①学長裁量分の予算  

   学長がリーダーシップを発揮し、教育・研究等の質を向上させるための予算 

 

・教育環境を向上させるための経費 

    教育用プロジェクター、実習用顕微鏡、課外活動用ボート、課外活動設備 

及び福利厚生施設の整備、 

臨床実習・看護実習機器更新及び助産学専攻科設置に伴う設備等整備、 

体育施設改修、看護学臨地実習の充実、学生用実習室改修、図書館の改修、 

    電子ジャ－ナルの充実及び大学情報デ－タベ－スの構築、病理組織実習室のいす更新、 

講義実習棟会議室等改修、看護学臨地実習の充実、講義室（机･椅子）の改修、 

動物実験施設の増築、入学定員増に対応した講義室（机・椅子）の改修  

  ・重点的研究を推進させるための経費 

    RI 動物実験施設改修、P3 レベル感染動物実験システム、企画型基盤成育事業、 

キャンパス情報ネットワーク装置等の更新、共同利用設備の研究支援設備、 

プロジェクト経費、知的財産活用推進、研究活動及び若手研究者支援、研究の後方支援 

  ・危機管理体制整備のための経費 

    防災センター整備、防災マニュアル、個人情報保護対策、図書館セキュリティ対策、 

    宿舎火災報知機の設置、災害用簡易トイレの購入、防災用品の整備、 

病理解剖室ホルムアルデヒドばく露防止対策、看護学科棟等の地デジ対応、 

法医解剖標本室等ホルムアルデヒドばく露防止対策、研究棟別館、 

看護師宿舎照明・駐車場改修  

・労働環境を改善するための経費    

  学内託児所の運営、特定化学物質の測定等 

・経営の合理化・改善経費                           

財務会計事務システム機能改修・補強、財務・監査に係るコンサルタント業務、 

事務局ネットワ－クの更新等 

・診療体制の整備及び病院収入の増加を図るための経費 

    外来化学療法センター新設、形成外科の整備、診療体制を充実させるための人員の増、 

医療機器の整備、看護師用更衣室の整備（100 人分）、病棟クラークの配置、 

    手術室放射線シ－ルド対応工事、新病棟セキュリテイ関連工事  
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②戦略的経費の予算 

 前述の予算以外に戦略的経費として次の事項に予算配分しました。 

・総合人間科学講座及び看護学科講座への研究支援 

・国際共同研究の誘致             

・プロジェクト研究の推進               

  ・科学者を目指す若者（高校生）に対する講義などの活動支援             

  ・若手の萌芽的研究の育成     

・コメディカル領域の研究や社会活動 

・健康相談会や地域の初中等教育支援 

・地域医療や公衆衛生に貢献する社会活動の推進                        

・知財の活用を進めるための活動や体制づくり 

 

２．管理運営組織の設置 

    役員会     ― 重要事項を議決 

    経営協議会   ― 経営面に関する重要事項や方針を審議 

    教育研究評議会 ― 教学面に関する重要事項や方針を審議 

   監事      ― 法人の業務を監査 

 

運営のための企画立案体制の整備状況 

①学長は、７つの企画室（経営、研究推進、教育、調査・労務、情報・広報、病院運営、総務）

を設置、４名の理事及び３名の副学長にそれぞれの大学運営の重要なテーマの分担、企画立案

を行わせるとともに、各室長に予算執行の権限を与えています。 

②毎月、総合企画会議において理事及び副学長が各企画室の企画立案状況を報告し、それに対す

る意見交換、今後の実施方針等を検討し、承認を受けたものは法令や学内規則に従い事項ごと

に役員会、教育研究評議会、経営協議会及び教授会に附議されます。各会議には監事が出席し、

直接審議過程を監査しています。 

 

企画立案部門の活動状況 

【平成 16～18 事業年度】 

①特任教員制度を導入 

②診療助教（医師）の導入 

③化学療法部を設置 

④教員に任期制を導入 

⑤救急部支援を目的として病院全体に変形労働制を導入 

⑥学内に保育所を設置 

⑦研究費補助金等の交付前使用に係る立替えの制度を導入 

⑧浜松医科大学公益通報者保護規程を制定 

⑨看護師確保対策の一環として、退職手当支給に代えて特別賞与の支給制度を新設 

⑩リフレッシュ休暇を導入 
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⑪立体駐車場(職員専用)を建設 

 

【平成 19 事業年度】 

①留年生の学力維持のための進級判定の見直し 

②緊急医師確保対策（政府・与党）に基づき、地域定着策の検討 

③学術機関リポジトリの構築 

④事務系職員人事評価の第二次試行の実施 

⑤競争的資金等の使用・運営・管理に関する事務処理手続きマニュアルの作成 

⑥「ESCO 事業」の導入 

⑦治験拠点病院活性化事業への参加 

【平成 20 事業年度】 

①学長特別補佐の設置 

②緊急地震速報受信装置の導入 

③入試の海外実施 

④財務レポートの作成 

⑤看護学科学生に対する奨学金貸与制度の導入 

⑥国際交流協定等奨学金の導入 

⑦学内での重症者発見時の対応システムの構築 

【平成 21 事業年度】 

①患者駐車場不足に対応するため立体駐車場(患者専用)を建設 

②「ESCO 事業」の推進 

 

３．人事関係 

 ①国立大学法人化に対応するため、人事課を設置し、国家公務員法から各種労働法への移行を果た

すともに適正な労務管理、労使関係が構築されました。全職員に対して学長、労務担当理事及び

財務担当理事による職員の労務管理、本学の管理運営状況等の説明会を開催しました。 

②任期制を広く導入し、任期満了となる教員の再任審査を行い教員の流動化、活性化を図りました。

臨床系医師を除く教員への裁量労働制の導入、救急部などの勤務体制において変形労働制を採用

しました。 

 

４．中期目標・計画、評価 

 ①長期的な目標を明らかにし、具体的な計画を作成して法人評価を受けました。 

②教育、研究、診療業務全般の活性化を図り、併せて教員の意識改革を求めるため、教員個人の業

績や活動状況について点検・評価制度を導入しました。 
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○第１期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果 

平成２３年５月２４日通知  国立大学法人評価委員会 

 

全体評価 

浜松医科大学は、優れた臨床医と独創力に富む研究者の養成、独創的研究及び新しい医療技術の開

発、患者第一主義の診療の実践を大学の基本的目標として掲げ、学長の下に７つの企画室を置き、大

学運営の重要なテーマを分担し、総合企画会議において理事及び副学長が各企画室の企画立案を行う

ことにより、企画立案から実施までのプロセスの効率化・活性化を図りつつ大学運営を行っている。 

中期目標期間の業務実績の状況は、平成16 ～ 19 年度までの評価では、すべての項目で中期目標

の達成状況が「良好」又は「おおむね良好」であり、さらに平成20、21 年度の状況を踏まえた結果、

すべての項目で中期目標の達成状況が「良好」又は「おおむね良好」である。業務実績のうち、主な

特記事項は以下のとおりである。 

教育については、文書、対話、懇談会等で積極的に聴取した学生及び教員の意見を参考に検討を続

け、医学科のプロブレム・ベースド・ラーニング（PBL）チュートリアルに関して「基礎・社会医学」

を１つの大ユニットに編成し、６年次の臨床実習６単位を必修にするなど、カリキュラム改革に成果

を上げている。 

研究については、ワシントン大学、スタンフォード大学、ケンブリッジ大学、ロンドン大学、米国

国立精神保健研究所（NIMH）等との共同研究を行い、国際シンポジウムを開催するとともに、知的ク

ラスターについては民間企業、静岡大学と共同研究を推進するなど国際的、地域的共同研究体制を構

築している。 

社会連携については、静岡県の各種審議会等への参画等を含め、100 近い委員会等へ委員長や委員

を派遣し、地域の医療施策の立案等に深く関与するとともに、浜松市の医療施策の基本方針の策定に

医師やコメディカルを派遣し、地域医療において貢献するなど、着実に取り組んでいる。 

業務運営については、事務職員の専門性の向上を図るため、専門・階層・テーマ別に中期計画期間

６年間の研修計画を策定し、計画的に研修を実施するとともに、当該研修の必要性や効果等について

検証した上で再度研修を実施し、研修成果を業務運営に反映させている。 

財務内容については、毎月、予算の執行状況等を経営企画室会議に報告し、財務の安全性や補正予

算の編成の必要性等について協議するとともに、教育経費比率等の経年比較や他大学との比較を行い、

教育・研究設備への投資等、次期事業年度の計画の作成・実施に役立てるなど、財務情報の分析結果

を効果的に大学運営の改善に活用している。 

情報提供については、中期目標期間の業務を自己点検し、目標を着実に実行できるように、各企画

室において取組内容等の再検討を行い、整理表を用いて中期計画の取組状況の進捗管理を行うととも

に、第２期中期目標期間の整理表においては、各中期計画の達成状況を事後的に検証しやすいように

改善している。 

その他業務運営については、省エネルギーの推進等の対策として省エネルギー推進専門部会を設置

し、省エネ対策年次計画に基づき、ESCO 事業を導入し、省エネルギー機器への変更を実施するなど、

全学的な省エネルギーの推進に努めている。 
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◆------------------------------------- 

 

平成１６年度 評価結果（全体評価より抜粋） 

平成 16 年度においては、法人化後の学長の補佐体制の強化のため、3 名の副学長を置いたことや、

学長の下に理事又は副学長を室長とする 7 つの企画室を設置し、担当テーマに関する企画立案を行う

など、組織の機動性を高める努力がなされている。また、予算編成・執行単位を企画室毎とする新た

な予算編成方法を導入し、柔軟な予算配分と効率的予算執行を図っているほか、光熱水費の節約等に

よる管理経費の削減や外部資金の獲得等、財務内容の改善に取り組んでいる。 

今後は、予算や人員等の資源配分に当たって、大学としての方向性を反映させた戦略的な方策を工

夫するとともに、事務の合理化・効率化について早急な対応が必要である。また、自己点検・評価を

全学的に実施してその結果を大学運営に活用していくことが望まれる。 

教育研究に関しては、教育成果の検証のために学生の成績等の追跡調査を行っていることや、PBL 

方式を活用した医学倫理教育に力を入れている点等に、積極的な取り組みが認められ、今後の展開が

期待される。 

 

平成１７年度 評価結果（全体評価より抜粋） 

浜松医科大学は、役員会の下に教育企画室、情報・広報企画室、総務企画室、研究推進企画室、経

営企画室、病院運営企画室及び調査・労務企画室を置き、機動的運営を試みるとともに、各企画室の

連絡・調整をする総合企画会議で大学運営全体の調整が行われるなど、大学運営の充実、円滑化を図

る体制づくりがされ、安定した状況で運営がされている。 

全職員にヒアリングをして、事務組織のあり方の検討を行い、その結果に基づいて効率的な事務改

組の計画を策定し、平成 18 年度から実施することとしている点、ヒアリング結果を活かして業務の

課題を抽出して、業務改善を計画的に実施している点が評価できる。 

これらの改善に引き続き取り組むこととしているので、全職員との情報の共有化を一層高めるとと

もに、事務組織能力を向上させ、新しい大学に適合した事務組織体制づくりが行われることを期待し

たい。 

また、外部資金の受け入れにも積極的で、平成 17 年度は厚生労働科学研究費補助金及び科学研究

費補助金の獲得額の伸びが著しかった。 

なお、今後の大学運営に避けられない課題として、教職員の個人評価と処遇や人件費（人員）管理、

財務の健全性、大学評価の組織的取組などがあるので、これらの問題に対応するために、全学的なマ

ネジメントを一層強化することが期待される。 

 

平成１８年度 評価結果（全体評価より抜粋） 

毎月、総合企画会議において、各企画室から企画立案や業績の進捗状況が報告され、意見交換を行

い、今後の実施方針案を検討し、学長の承認を受けたものを、教育研究評議会、経営協議会及び役員

会に付議し、意思決定する体制が定着してきている。 

また、教員、教務員及び病院職員を対象に教育・研究・診療等の業績に基づく総合的な個人評価を

実施し、その結果を勤勉手当に反映させており、評価できる。 
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この他、業務運営については、平成 17 年度に策定した「事務局業務分析・改善報告」に基づいて、

業務の廃止、事務局組織の再編、教室系事務職員の事務局への配置換え、附属病院における外部委託

等を実施している。今後、これらの改革の検証を着実に行いながら、事務体制の一層の改善が期待さ

れる。 

財務内容については、毎月の予算執行状況、収入確保状況、附属病院の稼働状況及び人件費の執行

状況等について経営企画室会議に報告し、財務の安全性の確保及び補正予算の編成の必要性等につい

て協議しており、引き続き、経営状況を的確に把握しつつ全学的なマネジメントに取り組むことが期

待される。 

教育研究の推進については、光医学を中心とした教育・研究活動を推進するとの大学の基本的な目

標に基づき、分子イメージング先端研究センターを設置し、学長裁量経費で大型装置を整備している

ほか、学部学生を研究補助者として参画させ、研究志向を育成することを目的とした「ジュニアリサ

ーチアシスタント制度」を導入するなど、研究活動を積極的に支援している。 

 

平成１９年度 評価結果（全体評価より抜粋） 

毎月、予算の執行状況及び収入実績が経営企画室会議に報告され、対前年同月の比較分析を行って

いるほか、財務指標の経年比較や他大学との比較検討を行った結果を踏まえ、教育・研究設備への投

資等、次期事業年度の計画の作成・実施に役立てるなど、財務情報の分析結果を効果的に大学運営の

改善に活用している。 

この他、業務運営については、全学的に教員の任期制を推進しており、任期付教員の割合が 94 ％

と高い水準となっている。 

財務内容については、知的財産コーディネーターが共同研究や外部資金の応募課題を模索するなど

の取組を行った結果、平成 18 年度から平成 19 年度にかけて、受託研究が大幅に増加するなど、継

続的に外部資金の獲得増が図られている。 

教育研究の質の向上については、「分子イメージングセンター」及び「がん教育研究センター」を

設置し、大学院博士課程光先端医学専攻に「分子イメージングセミナー」を新設するとともに、専攻

横断的に「がんプロフェッショナル養成コース」を設置することとするなど、高度先進医療のニーズ

に応じた教育研究に取り組んでいる。 

 

平成２０年度 評価結果（全体評価より抜粋） 

業務運営については、毎月、総合企画会議において理事及び副学長が各企画室の企画立案状況を報

告し、それに対する意見交換、今後の実施方針等を検討している。 

財務内容については、外部資金獲得のため、「産学官連携の手引き書」の作成・配布や「シーズ集」

のウェブサイト掲載等に取り組み、また、年度途中に収入状況や事業の進捗状況等を評価し、補正予

算を編成・再配分するなど、戦略的な予算執行を行っている。 

自己点検・評価及び情報提供については、病院内に副病院長をリーダーとして TQM（total quality 

management）チームを多職域で構成して設置し、病院機能評価の審査項目に準じて点検・評価を行い、

改善を図っている。 

教育研究の質の向上については、教員と学生とが密接なふれあいの中で人間性を養い、学問の論理

性や面白さを会得する機会を与えるため、医学科１年次生への少人数ゼミナール形式の授業を実施し
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ている。 

 

平成２１年度 評価結果（全体評価より抜粋） 

業務運営については、博士の学位を有し、いずれの研究機関にも属さず、将来発展が期待される優

れた研究テーマを持った研究者に、研究の場を与えるため、「浜松医科大学特別奨励研究員制度」を 

構築している。 

財務内容については、物流委員会で医療材料の見直しを行うとともに、各部署の医療材料供給シス

テムをコ・ストラック方式から補充方式に切り替え、最低限の定数管理としたことにより、医療材料

費を削減している。 

その他業務運営については、「ボランティアの受入れ指針及び活動要項」に基づき、地域の公共施

設等へのチラシの配布、ポスターの掲示、広報誌への掲載等を継続して実施し、ボランティア募集に

関する広報活動の充実に努めるとともに、病院ボランティアと病院長、看護部長等との懇談会を定期

的に開催して、ボランティア活動の内容を検証し、病院の業務運営に反映している。 

教育研究等の質の向上については、地域産学官共同研究拠点整備事業により、静岡県、浜松市、浜

松商工会議所、浜松地域テクノポリス推進機構、静岡大学及び光産業創成大学院大学と連携し、浜松

地域での健康医療産業の創出を目指す「はままつ次世代光・健康医療産業創出拠点事業」として、光・

電子技術を使った医療機器を共同開発することとしている。 
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○今後の改善・充実 

 

教育研究力の強化 

必要な教育研究組織の積極的な見直し 

授業内容、方法の改善 

大学間の連携 

     ＧＰＡ等を用いた能力の評価 

     光とイメージングによる医学への展開 

     シーズとニーズの発掘 

     海外との共同研究の推進 

     若手研究者への支援 

 

ガバナンスの強化 

経営能力の向上 

     組織の柔軟かつ機動的な編成 

     適正な人事管理 

     事務処理の簡素化・迅速化 

     評価結果を大学運営の改善に活用 

     積極的な情報発信 

     計画的な施設整備・管理 

     法令遵守 

情報セキュリティ対策 

  

財務基盤の強化 

学内の資源配分の計画的な執行 

内部統制の仕組みの整備 

自己収入増加のための取組 

   経費の抑制 

   人件費改革 

   資産の効率的・効果的な運用 
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○法人の目指す方向性 

 
１．医師、看護師などの医療人の不足・偏在による医療崩壊が危惧される現況において、静岡県唯一の

医系大学である本学の使命は、地域に医療人を供給するとともに、地域の医療レベルの向上に資す

ることである。このような視点に立って優れた医療人を養成する。 
２．医学部附属病院は、地域医療の中核としての役割を果たすとともに、地域医療の最後の砦となる高

度な医療を提供する。 
３．本学がこれまで推進してきたメディカルフォトニクス（光技術とイメージングを用いた医学研究）

を更に発展させ、世界の研究拠点とする。 
４．本学の在る静岡県西部地域は、産業･工業の集積地域であり、この地域の特性を活かして産学連携

による医療技術の開発と医療に関する産業の振興に貢献する。 
 
 
 
 
 

第２期の基本的な目標 
１．地域社会に貢献できる医師・看護専門職の養成 

世界に発信できる研究者の育成 
２．光医学を中心とした独創的研究と新しい医療技術の開発 
３．地域医療の中核病院として高度な医療の提供 

臨床教育の充実を図り、研究マインドを有する専門医の育成 
４．研究成果の社会還元 
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○参考データ 

 

教 育 

１－１ 学生数 

１－２ 長期履修制度等による社会人受入数 

１－３ 学業の成果（国家試験合格状況） 

１－４ 進路・就職状況（学部） 

１－５ 進路・就職状況（大学院） 

１－６ 大学院博士課程修了者の学位申請論文の平均 IF 

１－７ 留学生受入状況 

１－８ 学術協定校年度別海外派遣状況 

１－９ 入試状況 

１－10 図書館利用者入館数（学外者） 

研 究 

２－１ 重点学術研究プロジェクト採択一覧 

２－２ 学内研究発表会開催状況 

２－３ 受託研究、共同研究 

２－４ 奨学寄附金 

２－５ 特許、ライセンス等収入 

２－６ 科学研究費補助金 

 ２－７ 原著論文数 

病 院 

 ３－１ 法人化後の病院診療統計等 

その他 

 ４－１ 運営費交付金 

 ４－２ 第１期中期目標期間の評価結果 

 ４－３ 教員数・職員数の変化 

 ４－４ 人件費改革への取組 

 ４－５ 財務分析指標の推移 
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１－１ 学生数                           （各年度５月１日現在） 
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１－２ 長期履修制度等による社会人受入数             （各年度５月 1 日現在） 
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１－３ 学業の成果（国家試験合格状況） 
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１－４ 進路・就職状況（学部） 
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１－５ 進路・就職状況（大学院） 
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１－６ 大学院博士課程修了者の学位申請論文の平均 IF 
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１－７ 留学生受入状況                      （各年度５月１日現在） 
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１－８ 学術協定校年度別海外派遣状況 
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１－９ 入試状況                         （各年度５月１日現在） 
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１－10 図書館利用者入館数（学外者） 
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２－１ 重点学術研究プロジェクト採択一覧 
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２－２ 学内研究発表会開催状況 
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２－３ 受託研究、共同研究 
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２－４ 奨学寄附金 
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２－５ 特許 
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２－６ 科学研究費補助金 
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２－７ 原著論文数 
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３－１ 法人化後の病院診療統計等 
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４－１ 運営費交付金の推移 
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４－２ 第 1期中期目標期間の評価結果 
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４－３ 教員数・職員数の変化                   （各年度５月１日現在） 
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４－４ 人件費改革への取組 
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４－５ 財務分析指標の推移 

 

 


